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周防大島町国民健康保険事業の運営に関する諮問について 

周防大島町国民健康保険運営協議会規則第６条の規定に基づき、下記事項についてご審

議を頂きたく諮問いたします。 

 

 

記 

 

１．平成 26年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算について 

２．第 2期周防大島町特定健康診査等実施計画の一部変更について 

以上 
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諮問議案第 1号 

 平成 26年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算について 

 次のとおり、平成 26年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算原案を定めること

について、周防大島町国民健康保険運営協議会規則第 6条 2号の規定に基づき意見を求め

る。 

 

 

平成 26年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算原案の総額は、歳入歳出それぞれ   

３５億５千５３０万円とする。歳入歳出予算の内訳は別紙のとおりとする。 
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諮問議案第２号 

 第２期周防大島町特定健康診査等実施計画の一部変更について 

次のとおり、第２期周防大島町特定健康診査等実施計画を変更することについて、周防

大島町国民健康保険運営協議会規則第６条２号の規定に基づき意見を求める。 

 

 

頁 変更箇所 変更後 変更前 

18頁 (1)実施場

所 

②集団健診については、以下の 5会場で実

施する。 

久賀農業者健康管理セン

ター 

しまとぴあスカイセンタ

ー 

東和総合センター たちばなケアプラ

ザ 

浮島漁村センター  

 

②集団健診については、以下の 4 会場

で実施する。 

久賀農業者健康管理セ

ンター 

しまとぴあスカイセン

ター 

東和総合センター たちばなケアプラ

ザ 
 

18頁 (3) 実施時

期 

②集団健診は、委託健診機関において、当

該年度の 7月（7回）平日の午後 1時から午

後 4時までとの間と 9月（1回）、10（1回）、

日曜日の午前 7時から午前 10時までの間に

実施する。ただし、実施月及び実施回数にお

いては、受診状況を踏まえ、大島郡医師会と

事前に協議する。 

②集団健診は、委託健診機関において、

当該年度の 7月（4回）と 11月（2回）、

平日の午後 1 時から 4 時までの間に実施

する。ただし、実施月及び実施回数にお

いては、受診状況を踏まえ、大島郡医師

会と事前に協議する。 

22頁 (4)年間ス

ケジュー

ル 

 特定健康診査 

３月 集団健診と各種がん検診

との同時実施の希望調票

送付 

４月～７月 （略） 

８月 集団健診案内送付 

９月 

 

はがきによる受診勧奨 

集団健診 

集団健診案内送付 

１０月 集団健診 

１１月      

 

 特定健康診査 

４月～７月 （略） 

８月         

９月 はがきによる受診勧奨 

     

        

１０月 集団健診案内送付 

１１月 集団健診 

 


